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２　　法　　　　　　人　　　　　　都　　

法　　　　　　　　　　　　　　人　　　　　

現　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　度　　　　

確定法人税割額に対応す

調  定  額 ① る前年度分の中間申告額

事 業 年 度 数 税　    額 ② 税　    額 ③

人 千円 千円
   590 036    582 211   932 406 128   323 575 831

   561 242    562 337   907 522 054   323 289 129

   484 962    485 780   261 525 004   81 119 837

   76 280    76 557   645 997 050   242 169 292

本 都 本 店 分    45 688    45 864   557 509 500   207 742 971

他 府 県 本 店 分    30 592    30 693   88 487 550   34 426 321

   3 550    3 550   19 332 364 -               

   14 900    7 825   3 907 958 -               

   2 067    1 550    136 141 -               

   8 277    6 949   1 507 611    286 702

（備考）1 「納税義務者数」は、当該年度中に確定したもの及び決定したものの合計数による。ただし、当該年度中の事業年度数が２以上の法人においては、
　　　　2 「事業年度数」は１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上し､｢確定法人税割額」欄の事業年度数に　

３　　法　　　　　　人　　　　　　事　　　

(1)　調　　　　　　　　　　　

現　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　　　度　　　　　　　　　　　　

確 定 事 業 税 額 に 対 応 す る

前 年 度 分 の 中 間 申 告 額

事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ① 事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ②

本 都 本 店 分

他 府 県 本 店 分

（備考）1 「事業年度数」は１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上し､｢確定事業税額」欄の事業年度数につ　
　　 　 2 「外形対象法人分」は、平成16年4月1日以降に開始する事業年度分より、資本金１億円超の法人（所得課税法人に限る）を対象に導入された、外　

外 形 対 象 法 人 分    19 552   854 576 729

都 内 法 人

公 益 法 人 等

人 格 な き 社 団 等

清 算 法 人

収 入 金 額 課 税 分

清 算 法 人

区　　　　　　分

総 計

所 得 課 税 分

普 通 法 人

分 割 法 人

特 別 法 人

区　　　　　　分

総 計

普 通 法 人

都 内 法 人

分 割 法 人

特 別 法 人

公 益 法 人 等

人 格 な き 社 団 等

  40 793 002

  52 371 846

-                       

-                       

  32 871 744

  7 921 258

-                       

-               

-               

  93 164 848

   83 952
千円

   1 096

  93 403 011

   83 908

   55 413

   28 495

   11 648

-               

   16 847

  78 328 810

  43 001 681

  35 327 129

  24 994 863

  10 332 266

  42 775 180   1 273

  336 688 537

  122 052 249

  441 618 407

   70 360

事 業 年 度 数

   85 004

均 等 割 額

千円
  80 468 020

確 定 法 人 税 割 額納　　　税

義　務　者

  22 927 650   8 413

   62 695

   561 374

   474 113   214 636 288

   679 160

   968 462

   37 766

 1 267 045 515
千円

確　　定　　事　　業　　税　　額

   24 929

   1 054  1 433 260

   7 825

   1 550

   6 778

  8 416 432

   227 727 -                       

   69 306

    157

   7 338

   11 100

-                       

   18 438

   50 868

  21 381 589

   238 163

-                       

所 得 割 分

付 加 価 値 割 分

資 本 割 分

   117 419

   374 169

  25 079 896

   582 199

   536 808

  369 693 606

  96 972 353

  245 520 799

  30 051 025

  51 261 983

  326 833 807

  130 667 797

  651 711 662    13 435

-                       

-                       

   19 552

   13 435

  72 197 270

-                       

-                       

（外形対象法人分を除く）
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　　　　　民　　　　　　税（平成20年度）

　　　　　　　　　　税　　　　　　　　　　　　　　割　　　　　　　　　　　　　　額

　　　　　　　相　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　分 過年度相当分 合 計 調 定 額

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 調   定   額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ②－③＋④＋⑤ 調   定   額 ⑥   ＋   ⑦ ① ＋ ⑧

事 業 年 度 数 税    　額 ④   　        ⑤   　        ⑥  　          ⑦            ⑧

千円 千円 千円 千円 千円 千円
   80 762  1 077 174 294

   79 657  1 050 133 755

   51 906   317 485 130

   27 751   732 648 625

   16 373   631 704 068

   11 378   100 944 557

-                 20 369 317

-                 4 715 703

-                  262 715

   1 105   1 692 804

、１納税義務者とする。
　ついては、納付すべき税額のないものについても計上してある。

　　　　業　　　　　　税（平成20年度）　　　

　　定　　　　　　　　　　　　額

　　相　　　　　　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　　　　分 過 年 度 相 当 分

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 合  計  調  定  額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ①－②＋③＋④ 調　　定　　額 ⑤     ＋     ⑥

事 業 年 度 数 税　       額 ③                ④　                ⑤　                ⑥　
千円 千円 千円 千円 千円

 1 323 507 961

  396 213 529
        

  362 891 599

  235 652 040

  127 239 559

  100 491 556

  26 748 003

  23 006 700

  8 720 258

   246 840

  1 348 132

  43 171 882

  884 122 550

  675 836 435

  134 074 844

  74 211 271

　いては、納付すべき税額のないものについても計上している。
　形標準課税の対象となった法人分である。

   13 302   310 360 270

  40 975 616

  14 670 232

  14 272 974

 1 282 532 345

  381 543 297

  348 618 625

  3 398 236

  2 807 916

   590 320

   10 658

  123 841 323

   370 494

   227 727

  1 348 207

  42 801 388

  26 157 683

  22 932 306

  8 416 432

  21 397 139

  3 985 277

  1 232 735

-                   

-                   

    293

   16 727

-                   

   136 383

  35 272 875

  15 177 749

  15 160 729

  5 218 012

  9 942 717

    177

  421 832 362

  90 074 953

  89 934 207

  37 364 064

  29 597 754

  7 766 310

   4 363

-                   

    24

-                   

   1 049

   47 337

   17 846

   10 720

   7 126

   145 296

  1 318 635

   79 735

   66 256

   9 155

   4 178

   136 141

  1 314 457

-                

   10 229

  996 706 274

  971 804 945

  274 483 449

  697 321 496

  606 709 205

  90 612 291

  19 400 855

  4 036 543

  36 361 427

  36 151 018

  15 216 547

  20 934 471

  19 617 798

  1 316 673

   68 491

   128 585

  960 344 847

  935 653 927

  259 266 902

  676 387 025

  587 091 407

  89 295 618

  19 332 364

  3 907 958

   83 319

  41 308 341

  41 298 112

  10 162 530

  31 135 582

  29 212 576

  1 923 006

-                

-                

  310 206 209

  310 122 890

  68 699 205

  241 423 685

  208 112 302

  33 311 383

-                

-                

-                

   19 113

△  75

   74 394

   303 826-                   

  10 874 738  224 777 302  52 570 143

  97 683 640

   65 183

   484 830

  18 140 027

-                     50 720 005   1 459 611

  1 061 763-                   

  653 452 722

  131 585 430

  73 149 508

  229 121 832

  30 518 433

  25 934 890

  22 383 713   13 302

  858 187 660  20 084 468

  2 489 414


